
高齢者の皆様へ 
～総合相談窓口「地域包括支援センター」をご利用ください～

【内 容】 洪水・地震ハザードマップの見方や使い方、避難方法などについて 

【日 時】 令和４年 1月１６日（日） 午前１０時～午前１１時３０分     

【会 場】 南越谷地区センター 多目的ホール   

【対 象】 市内在住の方 ６０名 

【持ち物】 越谷市総合防災ガイドブック、筆記用具 

【申込み】 令和３年１２月８日（水）１０時から電話で南越谷地区センターへ（申込み順）  

南越谷地区センター・公民館 ℡ 990-1200 

【問合せ】 危機管理室 ℡ 963-9285   河川課 ℡ 963-9203 

 地域包括支援センター南越谷では、介護・健康・生活などに関するご相談に応じています。 

「体が弱って、買い物や食事の用意が大変になってきた」「最近物忘れが増えてきた」など、困りごとや心配

ごとがあれば、お気軽にご利用ください。なお、相談は無料です。 

地域包括支援センター南越谷  電話 999－6651 

【登録に関する問い合わせ・申請先】  

地域包括ケア課 ℡963-9163  障害福祉課 ℡963-9164  子ども福祉課 ℡963-9172  

【制度に関する問い合わせ先】   

危機管理室 ℡963-9285 

「越谷市災害時要援護者避難支援制度」のご案内 
市では、災害時に、高齢者や障がい者など、自らの力で避難することが困難で支援を必要とする方（災害時

要援護者）の支援を地域での助け合いによって行われる「災害時要援護者避難支援制度」を実施しております。 

７５歳以上の一人暮らしの方、７５歳以上の高齢者のみの世帯の方、要介護認定区分３以上の方、身体障害者

手帳１・２級の交付を受けている方などで、災害時に避難支援が必要な方の登録申請を受付します。支援を希

望する方は、市役所、地区センター及び老人福祉センターに設置する「災害時要援護者登録申請書兼個別計画」

に必要事項を記入し、地域包括ケア課、障害福祉課、子ども福祉課のいずれかに提出してください。なお、地区

センター及び老人福祉センターでは申請書の預かり業務のみを行います。詳しい内容については、下記までお

問合せください。 

生涯いきいきサロン 南越谷公民館 

南越谷地区にお住まいの高齢者の方に、気軽に地区センター・公民館においでいただけるよう、

お茶とお菓子を用意してお待ちしております。地域のお友達作りやちょっとした学習機会として開

催しています。どうぞお越しください。 

▼日 時 １月１１日（火）午後１時３０分～午後３時３０分 

▼ 内  容 映画鑑賞

▼会 場 南越谷地区センター・公民館 2階 多目的ホール 

▼対 象 南越谷地区にお住まいの６０歳以上の方 

▼参加費 １５０円（お茶菓子代として）


